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報告第６号 

 

平成２７年度倉吉市繰越明許費繰越計算書について 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、次のとおり平成２

７年度倉吉市繰越明許費繰越計算書を本市議会に報告する。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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報告第７号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第４号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 

平成２８年３月２４日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 損害賠償額 １６，０００円 

２ 相手方 鳥取県中部総合事務所長 

３ 事故の概要 

(１) 事故発生年月日 平成２８年３月９日 

(２) 事故発生場所 倉吉市巌城地内 県道倉吉江北線 

(３) 事故状況  市職員運転の公用車が、県道倉吉江北線を下り方面へ直進中、路肩に

寄り過ぎて走行したため、左前サイドミラーを視線誘導標に接触し、相

手方の物件に損害を与えた。 

４ 事故処理方法 道路法第２２条第１項の規定に基づく現物賠償による処理 
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報告第８号 
 

議会の委任による専決処分について 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 
 

平成２８年６月１３日提出 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第５号 
 

専決処分書 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額の決定につ

いて、次のとおり専決処分する。 
 

平成２８年３月２５日 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
 
 
１ 損害賠償額 １５１，２００円 
２ 相手方 倉吉市 個人 
３ 事故の概要 
(１) 事故発生年月日 平成２８年３月１４日 

(２) 事故発生場所 倉吉市余戸谷町３６１８番地 余戸谷町市有墓地内 

(３) 事故状況  市名義の墓地内の共有部分にある樹木の枝が折れ、崖下にある相手

方の管理する墓地に落下し、灯篭１基と線香台を破損する損害を与

えた。 
４ 事故処理方法 示談による処理 
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報告第９号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第７号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、平成２８年１月１３日市

議会の議決を経た成徳小学校教室棟改築工事（建築主体）に係る「工事請負契約の締結について」（平

成２８年議案第２号）の一部を変更することについて、次のとおり専決処分する。 

 

平成２８年５月１３日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

「工事請負契約の締結について」の 

５ 契約金額 

「５０９，２２０，０００円」を 

「５１５，８８４，６８０円」に改める。 
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報告第１０号 

 

議会の委任による専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第２項の規定により、これを本市議会に報告する。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第８号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、平成２８年３月２４日市

議会の議決を経た大坪住宅建替（第２期Ｂ棟）建築主体工事に係る「工事請負契約の締結について」

（平成２８年議案第６２号）の一部を変更することについて、次のとおり専決処分する。 

 

平成２８年５月２５日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

「工事請負契約の締結について」の 

 

５ 契約金額 

「３５８，０２０，０００円」を 

「３６６，７９９，３２０円」に改める。 

 

６ 工事の期限 

 「平成２９年２月２４日」を 

 「平成２９年３月２４日」に改める。 
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議案第６６号 

 

専決処分について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分をし

たので、同法同条第３項の規定により、これを本市議会に報告し、承認を求める。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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専決第６号 

 

専決処分書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、倉吉市税条例及び倉吉市

税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、次のとおり専決処分する。 

 

平成２８年３月３１日 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

13



倉吉市税条例及び倉吉市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 

（倉吉市税条例の一部改正） 

第１条 倉吉市税条例（昭和29年倉吉市条例第32号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場

合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、

当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

  

第58条 法第348条第２項第９号、第９号の２若しく

は第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産（独

立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関

係者の養成所において直接教育の用に供するもの

に限る。）について同項本文の規定の適用を受けよ

うとする者は、土地については第１号及び第２号

に、家屋については第３号及び第４号に、償却資産

については第５号及び第６号に掲げる事項を記載

した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が学校

法人若しくは私立学校法（昭和24年法律第270号）

第64条第４項の法人、公益社団法人若しくは公益財

団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を

設置するもの、医療法（昭和23年法律第205号）第

31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第１項

に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財

団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法第

２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以

下この条において同じ。）に該当するものに限る。）

若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当するも

のに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者

健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合

連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家

公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛

生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療

法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、

公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設

置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若

しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第285号）

第２条第１項の博物館を設置するもの又は公益社

団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的

とするもの（以下この条において「学校法人等」と

いう。）の所有に属しないものである場合において

は当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に

無料で使用させていることを証明する書面を添付

して、市長に提出しなければならない。 

第58条 法第348条第２項第９号、第９号の２又は第

12号の固定資産について同項本文の規定の適用を

受けようとする者は、土地については第１号及び第

２号に、家屋については第３号及び第４号に、償却

資産については第５号及び第６号に掲げる事項を

記載した申告書を、当該土地、家屋又は償却資産が

学校法人若しくは私立学校法（昭和24年法律第270

号）第64条第４項の法人、公益社団法人若しくは公

益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚

園を設置するもの、医療法（昭和23年法律第205号）

第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第１

項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益

財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法

第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。

以下この条において同じ。）に該当するものに限

る。）若しくは一般財団法人（非営利型法人に該当

するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人

労働者健康福祉機構、健康保険組合若しくは健康保

険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しく

は国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、

歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、

理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置す

るもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書

館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団

法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和26年法律第

285号）第２条第１項の博物館を設置するもの又は

公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究

を目的とするもの（以下この条において「学校法人

等」という。）の所有に属しないものである場合に

おいては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法

人等に無料で使用させていることを証明する書面

を添付して、市長に提出しなければならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

  

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくな

った固定資産の所有者がすべき申告） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくな

った固定資産の所有者がすべき申告） 
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第61条 法第348条第２項第３号、第９号から第10号

の10まで、第11号の３から第11号の５まで、第12

号又は第16号の固定資産として同項本文の規定の

適用を受けていた固定資産について、当該各号に掲

げる用途に供しないこととなった場合又は有料で

使用させることとなった場合においては、当該固定

資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなけ

ればならない。 

第61条 法第348条第２項第３号、第９号から第10号

の10まで、第11号の３から第11号の５まで又は第12

号の固定資産として同項本文の規定の適用を受け

ていた固定資産について、当該各号に掲げる用途に

供しないこととなった場合又は有料で使用させる

こととなった場合においては、当該固定資産の所有

者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならな

い。 

  

附 則 附 則 

  

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割

合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割

合） 

第10条の２ 略 第10条の２ 略 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

４ 法附則第15条第２項第７号の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

４ 法附則第15条第２項第６号の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

５及び６ 略 ５及び６ 略 

７ 法附則第15条第33項第１号イに規定する設備に

ついて同号に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。 

 

８ 法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。 

 

９ 法附則第15条第33項第２号イに規定する設備に

ついて同号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。 

 

10 法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。 

 

11 法附則第15条第33項第２号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。 

 

  

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告） 

第10条の３ 略 第10条の３ 略 

２～７ 略 ２～７ 略 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅

又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、同

条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

８ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅

又は同条第10項の熱損失防止改修専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、同

条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

(５) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附

則第12条第36項に規定する補助金等 

(５) 熱損失防止改修工事に要した費用 

 

  

 

（倉吉市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 
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第２条 倉吉市税条例等の一部を改正する条例（平成27年倉吉市条例第23号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する

同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

附 則 附 則 

  

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第３条 略 第３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第

104条第１項から第４項までの規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第

104条第１項から第４項までの規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。 

 第104条第

１項 

施行規則第34号

の２様式 

地方税法施行規則の

一部を改正する省令

（平成27年総務省令

第38号）の規定によ

る改正前の地方税法

施行規則（以下この

条において「平成27

年改正前の地方税法

施行規則」という。）

第48号の５様式 

 第104条第

１項 

第34号の２様式 

 

地方税法施行規則の

一部を改正する省令

（平成27年総務省令

第38号）の規定によ

る改正前の地方税法

施行規則（以下この

条において「平成27

年改正前の地方税法

施行規則」という。）

第48号の５様式 

 第104条第

２項 

施行規則第34号

の２の２様式 

平成27年改正前の地

方税法施行規則第48

号の６様式 

 第104条第

２項 

第34号の２の２

様式 

平成27年改正前の地

方税法施行規則第48

号の６様式 

 第104条第

３項 

施行規則第34号

の２の６様式 

平成27年改正前の地

方税法施行規則第48

号の９様式 

 第104条第

３項 

第34号の２の６

様式 

平成27年改正前の地

方税法施行規則第48

号の９様式 

 第104条第

４項 

施行規則第34号

の２様式又は第

34号の２の２様

式 

平成27年改正前の地

方税法施行規則第48

号の５様式又は第48

号の６様式 

 第104条第

４項 

第34号の２様式

又は第34号の２

の２様式 

平成27年改正前の地

方税法施行規則第48

号の５様式又は第48

号の６様式 

４～６ 略 ４～６ 略 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合に

おいては、同項から前項までに規定するもののほ

か、新条例第19条、第104条第４項及び第５項、第

106条の２並びに第107条の規定を適用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合に

おいては、同項から前項までに規定するもののほ

か、新条例第19条、第104条第４項及び第５項、第

106条の２並びに第107条の規定を適用する。この場

合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

 略  略 

 第106条の

２第１項 

第104条第１項

又は第２項 

平成27年改正条例附

則第３条第５項 

 第106条の

２ 

第104条第１項

又は第２項 

平成27年改正条例附

則第３条第５項 

 当該各項 同項  当該各項 同項 

 略  略 
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８及び９ 略 ８及び９ 略 

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

 略  略 

 第７項の表

以外の部分 

第４項の 第９項の  第７項の表

以外の部分

第４項 第９項 

 同項から前項ま

で 

同項、第５項及び前

項 

 から 、第５項及び 

 略  略 

 第７項の表

第106条の

２第１項の

項 

附則第３条第５

項 

附則第３条第10項に

おいて準用する同条

第５項 

 第７項の表

第106条の

２の項 

附則第３条第

５項 

附則第３条第10項に

おいて準用する同条

第５項 

 略  略 

11 略 11 略 

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

 略  略 

 第７項の表

以外の部分 

第４項の 第11項の  第７項の表

以外の部分

第４項 第11項 

 同項から前項ま

で 

同項、第５項及び前

項 

 から 

 

、第５項及び 

 略  略 

 第７項の表

第106条の

２第１項の

項 

附則第３条第５

項 

附則第３条第12項に

おいて準用する同条

第５項 

 第７項の表

第106条の

２の項 

附則第３条第

５項 

附則第３条第12項に

おいて準用する同条

第５項 

 略  略 

13 略 13 略 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この

場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

 略  略 

 第７項の表

以外の部分 

第４項の 第13項の  第７項の表

以外の部分

第４項 第13項 

 同項から前項ま

で 

同項、第５項及び前

項 

 から 

 

、第５項及び 

 略  略 

 第７項の表

第106条の

２第１項の

項 

附則第３条第５

項 

附則第３条第14項に

おいて準用する同条

第５項 

 第７項の表

第106条の

２の項 

附則第３条第

５項 

附則第３条第14項に

おいて準用する同条

第５項 

 略  略 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の倉吉市税条例（以下「新条例」という。）附則第10条の２第７項の

規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法

律第13号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第226号。以下「新法」という。）附則

第15条第33項第１号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適

用する。 

２ 新条例附則第10条の２第８項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条第

33項第１号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第10条の２第９項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条第

33項第２号イに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第10条の２第10項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条第

33項第２号ロに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第10条の２第11項の規定は、平成28年４月１日以後に新たに取得される新法附則第15条第

33項第２号ハに規定する設備に対して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第10条の３第８項第５号の規定は、平成28年４月１日以後に改修される新法附則第15条の

９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第10項に規定する区分所有に係る家屋に対して課する

平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 
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議案第６９号 

 

特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

特別職の職員の給与等に関する条例（昭和28年倉吉市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

別表（第２条―第４条関係） 

職名 給与の

名称 

給与の額 

略 

専門委員及び附属機

関の委員 

〃 日額 10,000円を

超えない範

囲内で予算

で定める額

略 

  

別表（第２条―第４条関係） 

職名 給与の

名称 

給与の額 

略 

専門委員及び附属機

関の委員 

〃 日額 7,500 円 を

超えない範

囲内で予算

で定める額

略 

  

 

附 則 

この条例は、平成28年７月１日から施行する。 
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議案第７０号 

 

倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び倉吉市公営企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び倉吉市公営企業職員の給与の

種類及び基準に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部を改正する条例 

 

（倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１条 倉吉市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和44年倉吉市条例第16号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「追加条」という。）を加

える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除く。）を加える。 

 

改正後 改正前 

  

（給与の種類等） （給与の種類等） 

第２条 略 第２条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 手当の種類は、扶養手当、住居手当、地域手

当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿

日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とす

る。 

３ 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手

当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、

期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

４ 略 ４ 略 

  

（住居手当） （住居手当） 

第３条の２ 略 第３条の２ 略 

  

（地域手当）  

第３条の３ 地域手当は、規則で定める地域に在勤

する職員に支給する。 

 

  

 

（倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 倉吉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年倉吉市条例第44号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「追加条」という。）を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条を除く。）を加える。 

 

 改正後 改正前 

  

（手当の額及び給与の支給方法等） （給与の種類） 

第３条 略 第３条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手

当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤

務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤

務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期

末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿

日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤

勉手当及び退職手当とする。 

  

（住居手当） （住居手当） 

第５条の２ 略 第５条の２ 略 

  

（地域手当）  
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第５条の３ 地域手当は、管理者が定める地域に在

勤する職員に支給する。 

 

  

 

附 則 

この条例は、平成28年７月１日から施行する。 
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議案第７１号 

 

倉吉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議

決を求める。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年倉吉市条例第22号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中

下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分

に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（設備の基準） （設備の基準） 

第28条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小

規模保育事業所Ａ型」という。）の設備の基準は、

次のとおりとする。 

第28条 小規模保育事業Ａ型を行う事業所（以下「小

規模保育事業所Ａ型」という。）の設備の基準は、

次のとおりとする。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

(７) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下

「保育室等」という。）を２階に設ける建物は、

次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上

に設ける建物は、次のアからクまでの要件に該当

するものであること。 

(７) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下

「保育室等」という。）を２階に設ける建物は、

次のア、イ及びカの要件に、保育室等を３階以上

に設ける建物は、次のアからクまでの要件に該当

するものであること。 

ア 略 ア 略 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。 

 階 区分 施設又は設備   階 区分 施設又は設備  

 略   略  

 ４ 階

以 上

の階 

略   ４ 階

以 上

の階

略  

 避 難

用 

１ 建築基準法施行令第123条第

１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項の場合において

は、当該階段の構造は、建築物

の１階から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限り、屋

内と階段室とは、バルコニー又

は付室（階段室が同条第３項第

２号に規定する構造を有する場

合を除き、同号に規定する構造

を有するものに限る。）を通じ

て連絡することとし、かつ、同

条第３項第３号、第４号及び第

10号を満たすものとする。） 

  避 難

用 

１ 建築基準法施行令第123条第

１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項の場合において

は、当該階段の構造は、建築物

の１階から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限り、屋

内と階段室とは、バルコニー又

は外気に向かって開くことので

きる窓若しくは排煙設備（同条

第３項第１号に規定する国土交

通大臣が定めた構造方法を用い

るものその他有効に排煙するこ

とができると認められるものに

限る。）を有する付室を通じて

連絡することとし、かつ、同条

第３項第２号、第３号及び第９

号を満たすものとする。） 

 

 

   ２～３ 略     ２～３ 略  

ウ～ク 略 ウ～ク 略 

  

（設備の基準） （設備の基準） 

第43条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のも

のに限る。以下この条、第45条及び第46条において

第43条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のも

のに限る。以下この条、第45条及び第46条において
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「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う事

業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」という。）

の設備の基準は、次のとおりとする。 

「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う事

業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」という。）

の設備の基準は、次のとおりとする。 

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略 

(８) 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、イ

及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建

物は、次のアからクまでの要件に該当するもので

あること。 

(８) 保育室等を２階に設ける建物は、次のア、イ

及びカの要件に、保育室等を３階以上に設ける建

物は、次のアからクまでの要件に該当するもので

あること。 

ア 略 ア 略 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に

掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備

が１以上設けられていること。 

 階 区分 施設又は設備   階 区分 施設又は設備  

 略   略  

 ４ 階

以 上

の階 

略   ４ 階

以 上

の階

略  

 避 難

用 

１ 建築基準法施行令第123条第

１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項の場合において

は、当該階段の構造は、建築物

の１階から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限り、屋

内と階段室とは、バルコニー又

は付室（階段室が同条第３項第

２号に規定する構造を有する場

合を除き、同号に規定する構造

を有するものに限る。）を通じ

て連絡することとし、かつ、同

条第３項第３号、第４号及び第

10号を満たすものとする。） 

  避 難

用 

１ 建築基準法施行令第123条第

１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の屋内階段（ただ

し、同条第１項の場合において

は、当該階段の構造は、建築物

の１階から保育室等が設けられ

ている階までの部分に限り、屋

内と階段室とは、バルコニー又

は外気に向かって開くことので

きる窓若しくは排煙設備（同条

第３項第１号に規定する国土交

通大臣が定めた構造方法を用い

るものその他有効に排煙するこ

とができると認められるものに

限る。）を有する付室を通じて

連絡することとし、かつ、同条

第３項第２号、第３号及び第９

号を満たすものとする。） 

 

 

   ２及び３ 略     ２及び３ 略  

ウ～ク 略 ウ～ク 略 

  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７２号 

 

倉吉市指定地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市指定地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市指定地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

倉吉市指定地域密着型サービスの事業及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例（平成25年倉吉市条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「追加条」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄

中下線が引かれた部分（追加条を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加

える。 

 

改正後 改正前 

  

（夜間対応型訪問介護の基本方針） （夜間対応型訪問介護の基本方針） 

第６条 略 第６条 略 

  

（地域密着型通所介護の基本方針）  

第６条の２ 指定地域密着型サービスに該当する地

域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった

場合においても、その利用者が可能な限りその居

宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう生活機能の維持又は

向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能

訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の

解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなけれ

ばならない。 

 

 

  

（認知症対応型共同生活介護の基本方針） （認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

第９条 指定地域密着型サービスに該当する認知症

対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって

認知症であるものについて、共同生活住居（法第

８条第20項に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。以下同じ。）において、家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う

ことにより、利用者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにするもの

でなければならない。 

第９条 指定地域密着型サービスに該当する認知症

対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって

認知症であるものについて、共同生活住居（法第

８条第19項に規定する共同生活を営むべき住居を

いう。以下同じ。）において、家庭的な環境と地

域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う

ことにより、利用者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにするもの

でなければならない。 

  

（地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方

針） 

（地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方

針） 

第10条 指定地域密着型サービスに該当する地域密

着型特定施設入居者生活介護（以下「指定地域密

着型特定施設入居者生活介護」という。）の事業

は、地域密着型特定施設サービス計画（法第８条

第21項に規定する計画をいう。）に基づき、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことによ

り、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護

第10条 指定地域密着型サービスに該当する地域密

着型特定施設入居者生活介護（以下「指定地域密

着型特定施設入居者生活介護」という。）の事業

は、地域密着型特定施設サービス計画（法第８条

第20項に規定する計画をいう。）に基づき、入

浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことによ

り、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護
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の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設

（法第８条第21項に規定する地域密着型特定施設

であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の事業が行われるものをいう。）において

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるようにするものでなければならない。

の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設

（法第８条第20項に規定する地域密着型特定施設

であって、当該指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の事業が行われるものをいう。）において

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるようにするものでなければならない。

２ 略 ２ 略 

  

（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の

基本方針） 

（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の

基本方針） 

第11条 指定地域密着型サービスに該当する地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護（以下「指

定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」

という。）の事業を行う地域密着型介護老人福祉

施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」

という。）は、地域密着型施設サービス計画（法

第８条第22項に規定する地域密着型施設サービス

計画をいう。以下同じ。）に基づき、可能な限

り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、

入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社

会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う

ことにより、入所者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにすること

を目指すものでなければならない。 

第11条 指定地域密着型サービスに該当する地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護（以下「指

定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」

という。）の事業を行う地域密着型介護老人福祉

施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」

という。）は、地域密着型施設サービス計画（法

第８条第21項に規定する地域密着型施設サービス

計画をいう。以下同じ。）に基づき、可能な限

り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、

入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社

会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う

ことにより、入所者がその有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるようにすること

を目指すものでなければならない。 

２及び３ 略 ２及び３ 略 

  

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準） 

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準） 

第14条 倉吉市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定

地域密着型サービス基準」という。）に定めると

ころによる。この場合において、指定地域密着型

サービス基準第３条の40第２項、第17条第２項、

第36条第２項、第60条第２項、第87条第２項、第

107条第２項、第128条第２項、第156条第２項及

び第181条第２項中「二年間」とあるのは、「５

年間」とする。 

第14条 倉吉市指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着

型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定

地域密着型サービス基準」という。）に定めると

ころによる。この場合において、指定地域密着型

サービス基準第３条の40第２項、第17条第２項、

第60条第２項、第87条第２項、第107条第２項、

第128条第２項、第156条第２項及び第181条第２

項中「二年間」とあるのは、「５年間」とする。

  

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

29





議案第７３号 

 

工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約を締結することについて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条

第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

  平成２８年６月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

１ 契約の目的 

  明倫小学校耐震補強事業 

 

２ 工事名 

明倫小学校管理教室棟耐震補強(建築主体)工事 

 

３ 工事場所 

倉吉市余戸谷町 

 

４ 契約の相手方 

   鳥取県倉吉市鴨川町３２番地１ 

   クラエー・ハレル特定建設工事共同企業体 

    代表者 株式会社クラエー 代表取締役 西村博文 

 

５ 契約金額 

２０８，３３２，０００円 

 

６ 工事の期限 

平成２９年３月２８日 

 

７ 契約締結の方法 

公募型指名競争入札による契約 

30





議案第７４号 
 
   権利の放棄について 
 
 次のとおり権利を放棄することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

の規定により、本市議会の議決を求める。 
 
  平成２８年６月１３日提出 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 
 
 
１ 放棄する権利の内容 
   国庫融資金 
２ 評価額  
   １２５円 
３ 債務者  
   倉吉市 個人 
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陳情第 １１ 号

図書館に寄付された「琉球新報」に関する陳情

１ 提 出 者 鳥取を良くする会

代表 山内 香代子

２ 受理年月日 平成２８年 ５月１７日

別紙のとおり陳情書の提出があった。

平成２８年 ６月１３日

倉吉市議会議長 高 田 周 儀
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